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社労士会連絡協議会を
開催しました

11月14日、宮崎労働局と宮崎県
社会保険労務士会は、宮崎市で令
和４年度宮崎労働局・宮崎県社会
保険労務士会連絡協議会を開催し
ました。この会議は、労働法令や
制度の周知等の労働行政の円滑な
運営を図る目的で年１回開催され
ているものです。

連絡協議会では、助成金の周知
広報や求人者マイページの活用な
どの意見交換が活発に行われまし
た。宮崎労働局では、これらの意
見を踏まえ、宮崎県内企業の良好
な職場環境を実現できるよう今後
とも努めてまいります。

都城インター工業団地就職説明会

高校生が労働法を学ぶ
～宮崎工業高校で講話～

宮崎労働局では、労働基準監督

官による高校生を対象とした労働

法研修会を実施しています。

１月13日には宮崎工業高校にお
いて①働く前に知っておくこと、

②働く時のルール、③仕事を辞め

るときをテーマに相談事例を交え

ながら労働法を解説しました。

働くにあたり労働条件をしっか

り確認することが大事であり、宮

崎労働局としては今後新たな雇用

が生まれることが多い３月、4月

を「労働条件通知書交付推進キャ

ンペーン」月間として、高校生の

みならず県内全体に向けて労働条

件通知書の交付の重要性をあらた

めて周知する予定としています。

（日 時）
令和５年３月３日（金）13::00～16:00

（場 所）
シーガイアコンベンションセンター
４階サミットホール

（参加対象者）
大学等１～３年生など

（参加企業）
県内に就業場所のある企業100社（予定）

くわしくはこちらを
ご覧ください

都城市に新たな工業団地『都城

インター工業団地 桜木地区』が

完成し、令和５年１月に各企業へ

引き渡し予定となっています。こ

れに伴い、都城市と宮崎労働局と

の雇用対策協定に基づき、都城市

役所の協賛による就職説明会・面

談会を令和５年１月17日～2月16
日の間に計6回実施します。都城

市役所と都城安定所どちらもSNS

を活用して周知したところ、特に

LINEを見て来所した求職者が多く

いらっしゃいました。

就職説明会・面談会の第1回目

は1月17日（火）に実施し、企業2
社が参加。参加した企業の担当者

からは、「求職者の方々と面接以

外で直接話せる機会が無いので、

こういった企画は有り難い」「在

職中の方も就職活動をしている人

が多いと聞き、今回の就職説明

会・面談会の実施期間中に、でき

るだけ多くの回数を入れてもらい、

より多くの求職者の方と話をした

いと思っている」との声がありま

した。また、求職者からは、「直

接話を聞けて良かった」「映像を

観ながら説明を聞けて分かりやす

かった」などの声があがっており、

企業と求職者どちらからも好評で

した。

引き続き残り３回の就職説明会

・面談会が実施予定となっていま

す。より多くの企業や求職者から

今回の就職説明会・面談会が「来

て良かった」との声があがるよう

サポートに努めていきます。

宮崎工業高校での研修会の様子
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個別企業による説明・面談の様子
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令和４年「高年齢者雇用状況等報告書」集計結果

令和４年「障害者雇用状況報告書」集計結果

就職氷河期世代活躍支援
プラットフォーム会議を開催

66歳以上働ける制度のある企業の割合 全国４位
70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況 全国９位

宮崎労働局では、65歳までの
「高年齢者雇用確保措置」及び70
歳までの「高年齢者就業確保措

置」の宮崎県内における実施状況

などを集計した「高年齢者雇用状

況等報告」（令和４年６月１日現

在）を取りまとめ、公表しました。

「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律」では、65歳までの安
定した雇用の確保のため、企業に

「高年齢者雇用確保措置」を講じ

るよう義務付けています。さらに、

令和３年４月１日から施行された

改正法では、70歳までを対象とし
て、雇用による措置や業務委託契

約の導入、または社会貢献事業に

従事できる雇用以外の制度導入の

措置により「高年齢者就業確保措

置」を講じることを努力義務とし

ました。

また、この法律では企業に対し

て毎年６月１日現在の高年齢者の

雇用状況の報告を求めています。

今回の集計結果は、この雇用状況

を報告した従業員21人以上の県内
企業2,220社の状況を取りまとめた
ものです。

宮崎県では65歳までの高年齢者
雇用確保措置は、ほぼ全ての集計

対象企業で講じられています。ま

た、70歳までの就業確保措置実施
企業は736社となり、前年同時期
の集計から69社増加しました。実
施割合も全体の33.2％（全国平均
27.9％）であり、全国割合を上回

り、生涯現役社会の実現に向け着

実に前進しています。

今後も、宮崎労働局・県内ハロ

ーワークでは、65歳までの高年齢
者雇用確保措置を実施していない

企業に対しては計画的かつ重点的

な個別指導を実施していくととも

に、70歳までの就業機会確保措置
に取り組む企業の更なる拡大を目

指し、高年齢者が年齢にかかわり

なく働き続けることができる生涯

現役社会の実現に向けて施策を推

進いたします。

12月21日、宮崎労働局、宮崎県、
地域若者サポートステーションな

どの就職氷河期世代（概ね35～54
歳）の方々への支援について、こ

れまでの取組や進捗確認を行う、

第６回みやざき就職氷河期世代活

躍支援プラットフォーム会議をオ

ンラインで開催しました。

今年度までの3年間の集中的な

取組をとおして得られた成果を確

認し、来年度からの「第二ステー

ジ（２年間）」に向け、各種取組

の効果検証を行うとともに、これ

まで積み上げた知見・情報やネッ

トワークを活かし、構成機関・関

係機関が一層の連携・協力を図り、

県内の就職氷河期世代の支援に官

民が協働で取り組むことを確認し

ました。

宮崎労働局は、令和４年6月1日

現在の障害者の雇用状況をとりま

とめました。

障害者雇用促進法では、事業主

に対し常時雇用する従業員の一定

割合以上の障害者を雇うことを義

務付けています。また、この法律

に基づき企業に対して毎年6月1日

現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用状況について報

告を求めています。

今回の集計結果はこの雇用状況

を報告した従業員43.5人以上の企
業859社の状況をとりまとめたも
のです。

雇用障害者数は3,028.5人と前年
より2.1％増加し、実雇用率（従業
員に占める障害者の割合）は 2.57
％で全国8位（全国平均2.25％）、
さらに障害者の法定雇用率 2.3％
を達成している県内企業の割合は

63.0％で全国5位（全国の法定雇
用率達成企業割合 48.3％）となり、
いずれも全国水準を上回っており

ます。

７０歳までの高年齢者就業確保措置
の実施状況（736社33．2％の内訳）

継続雇用制度の導入 26.6%

定年の引き上げ 2.9％

定年制の廃止 3.7 ％

％

オンライン開催の画面

産業別の実雇用率は、「医療福

祉業」が最も高く3.17％、次に
「製造業」2.77％、「サービス
業」2.65％となりました。
企業における理解が進み障害者

雇用数は増加しております。一方

で雇用が進んでいない企業や雇用

のノウハウが不足している企業に

対し、先進的な企業の障害者雇用

事例や職務の切り出し等を紹介す

るなど、各支援機関と連携した障

害者への支援に取り組んでおりま

す。
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